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出席した事務局職員の氏名 

   事 務 局 長 山中  重樹 事 務 局 次 長 井狩  重則 

   書 記  川﨑  和美 書 記  赤坂  悦男 

 

議事日程 

      第１ 諸般の報告について 

      第２ 会議録署名議員の指名について 

      第３ 会期の決定について 

      第４ 平成１９年度施政方針及び教育方針について 

      第５ 委任専決第１号及び委任専決第２号 

         （契約の変更について他１件） 

      第６ 議第１号から議第４６号まで一括上程 

         （野洲市副市長の定数を定める条例他４５件） 

      第７ 請願第１号及び請願第２号 

         （中学校卒業まで医療費の完全無料化を求める請願他１件） 

      第８ 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

市長提出議案 

      委任専決第１号 契約の変更について 

      委任専決第２号 損害賠償の額を定めることについて 

      議第 １号 野洲市副市長の定数を定める条例 

      議第 ２号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

            に関する条例 

      議第 ３号 野洲市まちづくり基本条例 

      議第 ４号 野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する 

            条例 

      議第 ５号 野洲市市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改 

            正する条例 

      議第 ６号 野洲市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に 

            関する条例の一部を改正する条例 

      議第 ７号 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 
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      議第 ８号 野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

      議第 ９号 野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

      議第１０号 野洲市公民館条例の一部を改正する条例 

      議第１１号 野洲市史跡公園及び管理施設条例の一部を改正する条例 

      議第１２号 野洲市こどもの家条例の一部を改正する条例 

      議第１３号 野洲市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

      議第１４号 野洲市敬老祝金条例の一部を改正する条例 

      議第１５号 野洲市工業振興条例の一部を改正する条例 

      議第１６号 野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例 

      議第１７号 野洲市下水道条例の一部を改正する条例 

      議第１８号 平成１９年度野洲市一般会計予算 

      議第１９号 平成１９年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算 

      議第２０号 平成１９年度野洲市老人保健事業特別会計予算 

      議第２１号 平成１９年度野洲市介護保険事業特別会計予算 

      議第２２号 平成１９年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計予算 

      議第２３号 平成１９年度野洲市下水道事業特別会計予算 

      議第２４号 平成１９年度野洲市墓地公園事業特別会計予算 

      議第２５号 平成１９年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計予算 

      議第２６号 平成１９年度野洲市工業団地等整備事業特別会計予算 

      議第２７号 平成１９年度野洲市土地取得特別会計予算 

      議第２８号 平成１９年度野洲市水道事業会計予算 

      議第２９号 平成１８年度野洲市一般会計補正予算（第４号） 

      議第３０号 平成１８年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

      議第３１号 平成１８年度野洲市老人保健事業特別会計補正予算（第２号） 

      議第３２号 平成１８年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

      議第３３号 平成１８年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

      議第３４号 平成１８年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第３５号 平成１８年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第 

            ２号） 
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      議第３６号 平成１８年度野洲市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第３７号 第１次野洲市総合計画基本構想を定めることについて 

      議第３８号 野洲市国土利用計画（第１次野洲市計画）を定めることについ 

            て 

      議第３９号 指定管理者の指定の変更につき議決を求めることについて 

      議第４０号 町・字の区域及び名称の変更について 

      議第４１号 市道路線の認定及び廃止について 

      議第４２号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

      議第４３号 滋賀県自治会館管理組合規約の変更について 

      議第４４号 滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

      議第４５号 滋賀県市町村職員研修センター規約の変更について 

      議第４６号 滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（田中栄太郎君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２４名であります。 

 定足数に達しておりますので、平成１９年第１回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 まず出席議員２４名、全員であります。 

 次に、報道関係者からカメラ等の撮影の申し出があり、撮影を許可することに決しまし

たのでご報告いたします。 

 次に、本日の議事日程は既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

でありますのでご了承願います。 

 次に、議員派遣につきましては、会議規則第１２１条の規定に基づき、本職において議

員の派遣を決定しましたのでご報告申し上げます。 
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 なお、派遣の詳細は、配付いたしました文書のとおりでありますのでご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、第３番、梶山幾世君、第４番、

内田聡史君を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２４日間にいたしたいと思います。これ

にご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月２３日ま

での２４日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付しております会期日程のとおりでありま

すのでご了承願います。 

 （日程第４） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第４、平成１９年度施政方針及び教育方針について、市長、

教育長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 まず施政方針について、市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 皆さん、おはようございます。平成１９年第１回定例会を招

集いたしましたところ、議員の皆様方には何かとお忙しい中全員参集を賜りまして、厚く

御礼を申し上げます。 

 「小さくとも自立する新市の創造」を目指し、合併により誕生いたしました野洲市も３

年目を迎え、昨年５月には人口が５万人を突破し、名実共に市としての新たな一歩を踏み

出したところでございます。 

 そのような中、「人権と環境を土台に生きる意味が実感できる社会の実現」に向け、昨年

はまちづくり基本条例、総合計画、国土利用計画、都市計画マスタープラン、環境基本計

画等、まちづくりの骨格となる重要な条例案、計画づくりに取り組んでまいり、いわばま

ちづくりの土壌づくりの年でありました。 

 そして、いよいよ今年はこれらの計画を実行に移す年で、本格的な新市野洲市のスター
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トの年であり、市民の皆様の期待の大きさを痛感すると共に、身の引き締まる思いがいた

しております。 

 今般、よりよい協働のまちづくりを進める上での基本的な判断や行動の基準、また市民

や市の役割など、まちづくりの理念を明文化したまちづくり基本条例の制定を提案させて

いただきます。この条例の制定により、野洲市としての一体感が醸成されると思います。 

 今後におきましては、一人ひとりの知恵や力が生かされ、ほほえみ、ときめきに満ちた

まちづくりを目指し、議員の皆さんのご指導とご理解をいただきながら、一歩一歩着実に

取り組んでいく所存でございます。 

 本日、平成１９年度一般会計予算をはじめとする重要諸案件を提案し、ご審議をお願い

するにあたりまして、ここに施政の方針と主要施策を中心に所信を申し上げ、議員の皆様

方のご理解とご協力を賜りたく存じます。 

 今年も新年早々、昨年全国制覇という輝かしい歴史の１ページを刻まれました野洲高等

学校サッカー部が、追われる者の重圧に見事打ち勝ち、全国高校サッカー選手権大会の連

続出場を果たされ、全国ベスト１６入りを果たされたことは、文字どおりサッカーの名門

校としての地位を確固たるものとして、その名声を広く全国に高められました。このこと

は、我々野洲市民にとっても誇りとするところであり、夢と勇気を与えていただき、さら

なる活躍を期待するものであります。 

 さて、我が国の経済情勢は企業収益の改善、設備投資の拡大等により、所得税、消費税

が増収となり、財政環境は明るい兆しを見せ、民間需要中心の緩やかな回復が続くと見込

まれる一方、国と地方を合わせた長期債務残高は８００兆円に迫ろうとしております。 

 そのような中で、いよいよ団塊の世代の大量退職が始まり、少子高齢化が急速に進展す

る中で、持続的発展を確実なものにするため、より一層の行財政運営の改革が急務となっ

ています。 

 こうした中、今後１０年間を新たな挑戦の１０年と位置付け、生産性向上や技術革新、

予算配分の重点化、効率化等により、財政の健全化、社会保障制度や税制改革、総合的な

少子化対策の推進等、優先課題への取り組みが示されたところであります。 

 本市におきましても、法人市民税を中心とした税収の伸び悩みや年度ごとの大幅な変動、

三位一体の改革による地方交付税の削減、さらには合併関連事業等による起債残高の増加

等、財政状況の硬直化が急激に進み、かつてない厳しい財政運営になっています。 

 こうした状況下において、多様化、高度化する市民の要請に的確に応えるため、真に必
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要とされる施策の重点化を図り、ＰＤＣＡサイクルを取り入れた事務事業評価を行い、限

られた財源のより効率的、効果的な活用に取り組むと共に、成長力、競争力を備えた地域

間競争に打ち勝てる自主自律のまちづくりに取り組む所存であります。 

 また、市民の安全、安心を確保し、快適で安らぎのある住環境づくりについても、より

一層の推進を図ってまいりたいと考えています。この推進にあたっては、野洲市の政策の

基本理念であります人権と環境の視点を常に持ちながら、市民の知恵と力を出し合っても

らう協働の手法をさらに発展させ、提案いたしておりますまちづくり条例をもとに、将来

のまちの姿である「ほほえみ、ときめきのまちづくり」に向け、次の重点施策に積極的に

取り組んでまいります。 

 １、豊かな人間性をはぐくむまち。野洲市のまちづくりの主役は市民であり、生涯にわ

たる教育や子育て支援の充実と、一人ひとりの人権を大切にするまちの創造を目指します。 

 子育て不安を持つ親が気軽に悩みを相談でき、子育ての情報を得られ、交流の場となる

子育て支援センターを新たに野洲健康福祉センター内に設置すると共に、子育て家庭訪問

事業を開始し、安心して子育てができる環境づくりをより一層推進します。 

 また、新たに母子自立支援プログラム策定員を設置し、母子の自立を支援いたします。 

 さらに、昼間家庭で保育に欠ける小学生に対して、適切な遊びや生活の場を提供するた

めの学童保育の充実を図ると共に、子どもたちの安全で健やかに過ごせる居場所づくりと

して、「放課後子ども教室」を新たに開設いたします。 

 従来の障害児教育に加え、学習障害児、注意欠陥・多動性障害児、高機能自閉症の軽度

発達障害も包括した障害児教育を特別支援教育として実施いたします。 

 また、公共施設の安全性の確保を図るため、野洲中学校、有隣館の改築基本設計及び保

育園の耐震調査等を実施いたします。 

 ２、人々が支え合う安心なまち。市民一人ひとりが生きる意味を実感し、生き生きと輝

くために市民が共に支え合う共生と安心のまちを目指します。 

 まず、市のホームページを障害者や高齢者など誰にでも読みやすくするため文字の拡大

や音声による案内など、ホームページのバリアフリー化を図ると共に、市民の安心、安全

を確保するために、新たに「不審者・災害情報メール配信システム」の整備を推進いたし

ます。 

 また、市民活動の拠点であるコミュニティセンターにはＡＥＤを設置いたします。 

 次に、平成２０年度から７５歳以上の後期高齢者について、現行の老人保健医療制度が
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廃止され、新たに独立した後期高齢者医療制度が創設されるための準備を行います。 

 また、平成１８年度に編成した障害者スポーツ施設「なかよし交流館」を開館し、心身

に障害のある方々がスポーツを親しみ、スポーツを通じて同じハンディキャップを持つ

人々との交流を図るなど、心身の健康保持、増進を図ります。 

 ３、美しい風土を守り育てるまち。美しい景観に恵まれた美しい風土は貴重な財産であ

り、こうした風土を次世代に引き継いでいくため、環境にやさしいまちづくりを推進いた

します。 

 このために、市民参加のもと策定した環境基本計画の実践に向け、市民参加の実践組織

を設置し、市民と行政のパートナーシップによる実践活動を展開いたします。 

 また、集落機能の低下により、適切な保全が困難になってまいりました農地や農業用水

等の社会資本について、農業者だけでなく地域の多様な参加を得ながら、適切な保全を図

るため、農地・水・環境保全向上対策に取り組んでまいります。 

 さらに、荒廃が危惧されます里山について、本来あるべき里山の姿に再生していくため

の保全活動の取り組みを支援いたします。 

 ４、地域を支える活力を生むまち。本市の産業は米づくりを中心とする農業と製造業等

の大規模工場の立地にその特色があります。 

 これらの基幹的産業の維持発展を推進すると共に、工業の育成、振興や雇用の創出を図

ります。 

 このことにより、市の活性化と税徴収確保につなげるため、工業振興助成金の交付を行

います。 

 また、地域の商工業支援につきましては、商工業振興事業補助制度を継続するなど、商

工会の育成と市内商工業の振興を図ってまいります。 

 環境振興面では、ふるさと富士を有する市町村がネットワーク化し、地域の活性化を図

るため、「第１回全国ふるさと富士サミット」の開催を支援いたします。 

 ５、潤いとにぎわいのある快適なまち。豊かな自然を生かしつつ、新市の均衡ある発展

を牽引するため、豊かさと潤いが感じられる快適な都市空間の創造を目指し、暮らしやす

いまちづくりを進めます。このため、人にやさしい生活道路の整備や河川維持補修、農道

の整備を行います。 

 新市まちづくり計画において整備、推進が示された野洲川右岸線につきましては、乙窪

地先から比江地先までの間を整備いたします。また、野洲市の玄関口であります野洲駅の
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南口の活性化を図るため、駅前広場や周辺道路の改修等の整備計画を策定いたします。 

 市民と行政が共につくるまち。新市が個性あるまちづくりを進めていくため、市民、企

業、行政がよりよいパートナーシップを確立し、共に地域を支えていくことを目指します。

そのため、市民活動の促進や支援を行い、市民の自主的な活動を促進するため、市民活動

サポートセンターの設置を行います。 

 市税の納付につきましては、市民の利便性の向上のため、身近なところで２４時間いつ

でも取り扱いのできるコンビニエンスストアにおける納付サービスの導入準備を行ってま

いります。 

 また、今年度に策定する総合計画について、その進捗状況を市民意識調査や外部委員会

を設置するなど、行政評価手法を用いて管理すると共に、行政改革大綱及び財政健全化計

画についても、行政改革推進委員や補助金等検討委員会を設置し、市民の理解と協力を得

ながら行財政基盤を確かなものとするため、事務事業の再編整理等の着実な行政改革と抜

本的な歳入歳出の見直しによる財政改革を不断に実行していくことが不可欠であると考え

ております。 

 このため、限られた資源である人、物、金、情報を最も有効よく活用するという地方自

治体の基本原則にのっとり、市職員のプロ意識を再認識させると共に、行政運営に経営と

いう観点を取り入れながら、質の高い行政サービスの提供に努めてまいります。 

 そして、生まれてよかった、暮らしてよかった、安心して年がとれると実感できるまち

づくりに努めてまいります。 

 冒頭申し上げましたように、いよいよ土壌づくりを終え、野洲という舞台で一人ひとり

が輝き、一人ひとりの知恵や力が生かされる市民がつくる「大輪の花が咲くオンリーワン

のまち・野洲市」を目指し、全力を尽くしていく所存でございます。 

 以上、平成１９年度の主な施策について概要を申し上げ、皆様の深いご理解とご協力を

心からお願い申し上げ、平成１９年度予算審議の会議冒頭にあたりましての私の施政方針

とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 次に、教育方針について、教育長。 

○教育長（大堀義治君） 皆様方、おはようございます。 

 それでは、平成１９年度の教育方針を申し上げます。 

 はじめに、国におきましては、昨年１２月１５日、参議院本会議で改正教育基本法が可
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決、成立いたしました。このことにより、教育振興基本計画の策定や新しい学習指導要領

の改訂等々、教育改革が加速することになりました。 

 文部科学省は、学習指導要領の改訂が平成１９年度になると説明し、中央教育審議会は

改訂の論点を、教科等で改善したり充実させたりする内容、各教科で共通して横断的に指

導する内容、小学校での英語、授業時間数、到達目標とその評価などとしています。 

 また、政府の教育再生会議では、１月２４日に第１次報告書をまとめ、１、ゆとり教育

の見直し、２、安心して学べる規律ある教室、３、規範意識の徹底、４、教員の資質向上、

５、信頼される学校づくり、６、教育委員会のあり方、７、社会総がかりによる教育の７

項目について提言しました。 

 子どもの生活と学力を高めて、一人ひとりの人格の完成を目指し、知育・徳育・体育の

調和のとれた新しい時代にふさわしい教育を、市民の総意で創造していくことが大切と考

えています。そして、人権文化の創造など、本市における独自の教育課題に取り組みなが

ら、国の動きを熟慮しつつ、着実に教育行政を進めてまいります。 

 全国各地では、いじめやいじめによる自殺、不登校に関わる問題、子どもが犠牲になる

ような犯罪や虐待の問題、また非行の低年齢化と、課題の多い状態が続いています。教育

行政には、この状況を改善するため、家庭や地域と協働し、乳幼児期からの家庭教育はも

ちろん、地域社会全体の教育力を高めることが求められています。同時に、子どもたちが

心身共に安全で安心できる学校、園、地域社会をつくっていくことが重要な課題となって

います。 

 本市におきましては、このような認識に立ち、心の教育を大切にしながら、次の３つの

教育目標を立て、人権と環境を基盤にした、すべての人が生きる意味を実感できる地域づ

くりを進めます。 

 その第１は、人権文化の創造と出会い、語らい、認め合う生涯学習のまちづくりを目指

すことです。これまで人権・同和教育を推進する中で、人権尊重の地域づくりを目指す仲

間は確実にふえてきました。そして、部落差別をはじめ障害者差別や性差別、また在日外

国人差別など、あらゆる問題を解決しようとする人権教育へ広がりを見せてきました。し

かし、残念ながらいまだに差別に係る事件や事象が発生しています。このような状況を克

服するため、互いに人を思いやり、人と協働し、ほほえみ、ときめきを分かち合える集団

や地域社会をつくりながら、生涯学習を推進します。 

 そして、このような学習集団や地域社会の中で固有の人権問題についての学習を進め、
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人権文化を創造していきます。特に、学校、園、所においては、身近な問題を子どもたち

自らが集団の中で解決するという自治集団の育成に努め、実践的態度を重視しながら、心

の教育を進めます。 

 第２は、新しい時代を切り拓く、知・徳・体の調和のとれた心豊かでたくましい人づく

りであります。 

 学校教育については、学校週５日制や総合的な学習は定着しつつありますが、学力保障

に係る課題は解決できたとは言いがたい状況です。一人ひとりの個性を生かして、生活と

学力を高める学校教育を推進するため、少人数授業の取り組みなどに加えて、平成１９年

度は特別支援教育を本格的に実施します。この教育では、障害のある児童・生徒の自立や

社会参加に向けて、個々の子どものニーズを明確にして、特別の支援を行います。 

 さらには、教育活動全体を通じて行う道徳教育、環境教育、安全教育、性教育等々、教

科指導の他にいろいろな教育が学校に導入されております。これらの教育は、いずれをと

っても大切であり、教科指導と共に実施しなければなりません。 

 学校給食につきましては、新しい学校給食センターの建設に伴い、２学期からはすべて

の学校、園で完全給食を実施します。子どもたちの食育と地産地消の観点を踏まえて、安

全でバランスのとれた学校給食の実施に向け取り組みます。 

 また、ボーダレス社会と言われる現代では、特に国際社会に貢献できる資質や能力のあ

る世界の中での日本人の育成が求められています。このことを踏まえ、人権の尊重を基盤

とした在日外国人との共生や、小学校での英語活動の体験を通して、国際化に対応できる

子どもの育成を目指します。 

 さらには、副読本「わたしたちの野洲市」や「郷土の偉人」を活用し、郷土に誇りを持

ち、郷土を語れる人間の育成に努力します。 

 安全で安心できる学校や地域社会づくりでは、学区や地域、団体等で熱心な取り組みを

していただいており、これまでの「こどもＳＯＳホーム」等の運動等に加えて、新しく「こ

どもＳＯＳのバス」を設置するなどして、拡充を図っています。今後も子どもの安全対策

については、関係機関等と共に取り組みを充実させていかなければなりません。 

 さらに、子どもが安心して遊べる活動拠点を設け、地域の方々の参画を得ながら、長期

休業期間中に学習やスポーツ、文化活動ができる環境を整えることにより、子どもの豊か

な体験活動の充実と子育て支援のための放課後子ども教室を試行し、平成２０年度からは

本格実施していきます。 
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 学校教育では以上のような多くの課題がありますが、不易と流行の観点で教育を見直し、

知・徳・体の調和のとれた人間の育成に努めたいと思います。 

 第３には、暮らしに潤いと生きがいをもたらすスポーツ、芸術や文化を楽しめる環境づ

くりであります。 

 人生８０年時代の長寿社会が到来し、自由時間が増大する中で、生涯にわたって生き生

きとした人生を送るためには、健康の保持や健やかな体づくりが大切であります。 

 そのために、生涯にわたって積極的に運動に親しむなどして、健全な心身の発達を促し、

人にやさしい心豊かな社会の実現に努めます。このことから、「幼児期から、いつでも、ど

こでも、いつまでも」を合い言葉として、野洲市スポーツ振興計画に基づき、生涯スポー

ツの振興に努めます。 

 また、教養や趣味のための学習、芸術鑑賞や創作活動など、種々の文化活動は個性を伸

ばし、創造性を培い、自己実現と精神生活を豊かにする生涯学習活動であります。そして、

これらの活動は、ほほえみ、ときめきのまちを実現させるためには、なくてはならない活

動であり、その活動を積極的に支援して、生涯にわたって学習が続けられる環境づくりを

進めます。また、創作活動の発表やすぐれた芸術鑑賞の機会の提供に力を注ぎ、文化の香

る環境整備に努めます。 

 そして、今掲げました３つの目標の達成をより確かなものにするため、１１月１日の「野

洲市教育の日」、１１月の教育月間を市民に啓発し、地域ぐるみの子育てや生涯学習等に対

する関心を高めていきます。 

 以上、平成１９年度の教育方針について、私の所信を述べさせていただきました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 （日程第５） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第５、委任専決第１号及び委任専決第２号（契約の変更に

ついて他１件）について、市長より報告を求めます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 委任専決第１号契約の変更について説明を申し上げます。 

 祇王小学校大規模改造工事（建築主体工事）につきましては、平成１８年５月１０日に

議決をいただき、契約を締結したところでございますが、工事の進捗に伴い工事請負額を

３９３万７，５００円増額し、契約を変更したものであります。 

 地方自治法第９６条第１項第５号及び野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
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または処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を得た契約の変更について、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定によ

り報告するものでございます。 

 次に、委任専決第２号でございますが、損害賠償の額を定めることについてご説明を申

し上げます。 

 平成１８年１１月７日、野洲市役所分庁舎駐車場内において発生した駐車中の自動車へ

の公用自動車の追突事故について、市の賠償額を８６万７，１００円と定めるものであり

ます。 

 地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づき損害賠償の額を定めることについて、

同法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分したものを、同条第２項の規定により報告

するものでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 （日程第６） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第６、議第１号から議第４６号まで（野洲市副市長の定数

を定める条例他４５件）を一括議題といたします。 

 事務局より議件を朗読させます。 

○事務局長（山中重樹君） おはようございます。それでは議件を朗読いたします。 

 議第１号野洲市副市長の定数を定める条例、議第２号地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、議第３号野洲市まちづくり基本条例、議第４

号野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、議第５号野洲市市

長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例、議第６号野洲市教育委

員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例、議第

７号野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議第８号野洲市職員の特殊勤

務手当に関する条例の一部を改正する条例、議第９号野洲市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例、議第１０号野洲市公民館条例の一部を改正する条例、議第１１号野洲市史

跡公園及び管理施設条例の一部を改正する条例、議第１２号野洲市こどもの家条例の一部

を改正する条例、議第１３号野洲市子育て支援センター条例の一部を改正する条例、議第

１４号野洲市敬老祝金条例の一部を改正する条例、議第１５号野洲市工業振興条例の一部

を改正する条例、議第１６号野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例、議第１

７号野洲市下水道条例の一部を改正する条例、議第１８号平成１９年度野洲市一般会計予
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算、議第１９号平成１９年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算、議第２０号平成１９

年度野洲市老人保健事業特別会計予算、議第２１号平成１９年度野洲市介護保険事業特別

会計予算、議第２２号平成１９年度野洲市地域医療振興資金貸付事業特別会計予算、議第

２３号平成１９年度野洲市下水道事業特別会計予算、議第２４号平成１９年度野洲市墓地

公園事業特別会計予算、議第２５号平成１９年度野洲市基幹水利施設管理事業特別会計予

算、議第２６号平成１９年度野洲市工業団地等整備事業特別会計予算、議第２７号平成１

９年度野洲市土地取得特別会計予算、議第２８号平成１９年度野洲市水道事業会計予算、

議第２９号平成１８年度野洲市一般会計補正予算（第４号）、議第３０号平成１８年度野

洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）、議第３１号平成１８年度野洲市老人

保健事業特別会計補正予算（第２号）、議第３２号平成１８年度野洲市介護保険事業特別

会計補正予算（第３号）、議第３３号平成１８年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第

３号）、議第３４号平成１８年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）、議第３

５号平成１８年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第２号）、議第３６号平

成１８年度野洲市水道事業会計補正予算（第２号）、議第３７号第１次野洲市総合計画基

本構想を定めることについて、議第３８号野洲市国土利用計画（第１次野洲市計画）を定

めることについて、議第３９号指定管理者の指定の変更につき議決を求めることについて、

議第４０号町・字の区域及び名称の変更について、議第４１号市道路線の認定及び廃止に

ついて、議第４２号滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議第

４３号滋賀県自治会館管理組合規約の変更について、議第４４号滋賀県市町村職員退職手

当組合規約の変更について、議第４５号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更につい

て、議第４６号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更について。 

 以上でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求め

ます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） それでは、ただいま上程されました案件につきまして順次説

明を申し上げます。 

 まず、議第１号野洲市副市長の定数を定める条例につきましてご説明を申し上げます。 

 本条例は、地方自治法の一部を改正する法律が昨年６月７日に公布され、助役制度の見

直しが講じられたことにより、地方自治法第１６１条第２項の規定に基づき、副市長の定
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数を１名と定めるものでございます。なお、本条例につきましては、１９年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 次に、議第２号でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例につきまして、説明を申し上げます。 

 本条例につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、助役制度、収入

役制度の見直し並びに吏員制度の廃止措置が講じられたこと等により、本市の関係条例に

ついて所要の改正を行うものであります。なお、本条例につきましても１９年４月１日か

ら施行するものでございます。 

 議第３号野洲市まちづくり基本条例につきまして説明を申し上げます。 

 平成７年に旧野洲町長に就任させていただいて以来、人権と環境をまちづくりの土台と

して位置付け、住民との協働を提唱し、合併においてまちづくりの理念としてこのことを

共有いただいたところでございます。 

 この間地方主権がますます叫ばれ、自立した地域経営の確立が急務となっている中で、

市民の皆さんの熱心な活動はまちづくりの原動力として多種、多様な分野で実践されてお

ります。こうした多くの市民の知恵と力をまちづくりに生かすか否かによって、まちの将

来が左右されると言っても過言ではございません。 

 そのために、「私たちは、私たちのために、私たちが自らつくる」という気概を持ち、一

人ひとりのまちづくりへの主体的な参加を促し、野洲の未来を創造するための仕組みが必

要であります。 

 本条例の制定に際しては、市民による検討委員会において多くの市民の意見を集約し、

検討いただき、本年１月５日に条例素案として市に提言をいただきました。その後、行政

内部での協議を重ね、パブリックコメントを経て条例としてまとめたものでございます。 

 本条例は、市民の知恵や力をまちづくりに生かすことなど、まちづくりの基本的な事項

を定め、人権と環境を土台に市民一人ひとりが生き生きと輝き、生きる意味を実感し、活

力ある自立した地域社会の実現を図ることを目的といたしております。また、本市のまち

づくりの最高規範と位置付け、野洲らしい自治を推進してまいります。 

 なお、本条例につきましては、一定の周知期間を設け、野洲市誕生から３年目を迎える

平成１９年１０月１日から施行しようとするものであります。 

 次に、議第４号野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、ご説明を申し上げます。 
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 本条例は、国家公務員の勤務時間、休日及び休暇について規定した人事院規則の一部改

正により休息時間が廃止されたことに伴い、本市においても休息時間を廃止するものであ

ります。なお、本条例につきましては、平成１９年４月１日から施行するものであります。 

 議第５号野洲市市長、助役、収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明を申し上げます。 

 本条例は地方自治法の一部を改正する法律が公布され、助役制度及び収入役制度の見直

しが講じられたことにより、所要の改正を行うものであります。また、市長、副市長及び

収入役の給与月額について、行政改革大綱及び財政健全化計画に基づき、平成１９年４月

１日から平成２０年３月３１日までの間、給与月額から１００分の８をそれぞれ減額する

ものであります。この条例につきましても、１９年４月１日から施行するものでございま

す。 

 議第６号でございますが、教育委員会教育長の給与についても同様でございまして、４

月１日から２０年３月３１日まで１００分の８の減額を行うものでございます。 

 次に、議第７号でございます。市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明を申し上げます。 

 本条例は、人事院の勧告に基づき管理職手当の定額化及び扶養手当の額の改正を行うも

のでございます。主な内容といたしましては、管理職手当については管理職の職務、職責

を端的に反映できるよう、定率制から定額制に移行し、扶養手当については３人目以降の

子等に係る支給額を現行の５，０００円から６，０００円に引き上げるものでございます。

この条例についても４月１日から施行をいたします。 

 次に、議第８号でございますが、野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例について説明を申し上げます。 

 本条例は給与の一層の適正化に向けた取り組みを進める中、特殊勤務手当について一般

行政職のみならず全職種において点検を行い、市税事務に従事する職員の特殊勤務手当を

はじめとする４項目の特殊勤務手当を削除するものであります。なお、この条例につきま

しても４月１日から施行するものでございます。 

 次に、議第９号野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明を申し上

げます。 

 本条例は、介護給付費納付金の納付予定額から必要な税率を算出し、介護給付費に係る

賦課税率について改正を行おうとするものであります。なお、本条例につきましても４月
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１日から施行いたします。 

 議第１０号野洲市公民館条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。 

 本市では社会教育活動や地域活動の拠点となる施設といたしまして、昨年１０月にコミ

ュニティセンターなかさと、本年３月にコミュニティセンターひょうずを開館することか

ら、平成１９年３月末をもって野洲市中主公民館別館の公民館機能を廃止するものであり

ます。また、これに伴う当施設の使用料の規定を削除するために、野洲市使用料条例の一

部を改正するものでございます。本条例につきましても４月１日から施行しようとするも

のであります。 

 議第１１号野洲市史跡公園及び管理施設条例の一部を改正する条例について説明を申し

上げます。 

 本条例は、整備済みの大塚山古墳と本年度に整備いたしました冨波古墳について、史跡

公園として追加するものでございます。この条例についても４月１日から施行いたします。 

 議第１２号野洲市こどもの家条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。 

 こどもの家につきましては、現在１小学校区に１カ所設置しておりますが、入所児童の

増加と待機児童の解消に向け、今後さらに入所希望児童の増加が見込まれる野洲小学校区

及び祇王小学校区のこどもの家を分割し、それぞれ２カ所とするために所要の改正を行う

ものであります。また、夏休み等の長期休業中の延長保育に係る保育料の規定を追加する

ものであります。この条例につきましても４月１日から施行いたします。 

 次に、議第１３号でありますが、子育て支援センター条例の一部を改正する条例でござ

いますが、きたの保育園内に設置してまいりました野洲子育て支援センターを野洲健康福

祉センター内に移設し、名称を野洲市子育て支援センターに改正するものであります。こ

の条例につきましても４月１日から施行するものでございます。 

 議第１４号野洲市敬老祝金条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。 

 今回の改正につきましては、高齢化の進行により本祝金の支給対象者に今後大幅な増加

が見込まれ、財政負担が懸念されることから、行財政改革大綱及び財政健全化計画に基づ

き、近隣の状況等を勘案しながら支給額を見直そうとするものであり、８８歳祝金の額を

１万円に、１００歳祝金の額を３０万円にそれぞれ減額して改正しようとするものであり

ます。この条例につきましても４月１日から施行するものでございます。 

 議第１５号野洲市工業振興条例の一部を改正する条例でございますが、当条例の目的で

ある空き工業用地等への新設企業の誘致及び既存事業所の増設等の促進が図られたことか
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ら、助成申請の交付期限を制度開始から３年を経過する平成２０年３月３１日をもって終

了しようとするものであります。なお、本条例につきましても４月１日から施行するもの

でございます。 

 議第１６号野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例について説明を申し上げ

ます。 

 開発行為に伴い帰属を受けた西出口公園と里の内公園について、野洲市地域ふれあい公

園として追加し、また、既存の公園の位置の表示を整理するものであります。なお、本条

例につきましては公布の日から施行するものでございます。 

 議第１７号野洲市下水道条例の一部を改正する条例について説明を申し上げます。 

 下水道法施行令が改正されたことに伴い、下水道への排出水の亜鉛含有量の基準値を１

リットルにつき５ミリグラムから２ミリグラムに改正しようとするものであります。この

条例につきましては、公布の日から施行するものであります。 

 それでは、議第１８号から議第２８号までの平成１９年度一般会計及び特別会計予算に

ついて説明を申し上げます。 

 まず、一般会計予算について説明を申し上げます。別冊の野洲市一般会計予算の１ペー

ジをご覧下さい。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６３億６，３００万円と定めるも

のであります。 

 次に、第２条、債務負担行為を定めるものでありますが、８ページをご覧いただきたい

と思います。 

 滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金貸付制度に基づき、滋賀県信用保証協会

が代位弁済した場合の実質損失額の１０分の８について、１，９２８万円の範囲内で損失

を補償するものであります。 

 次に、第３条、地方債でございますが、９ページをご覧下さい。 

 起債の目的で道路橋梁事業をはじめ合併特例債、臨時財政対策債などの発行により、限

度額合計を１４億１，０７０万円とするものであります。 

 それでは、予算の内容につきまして、別冊平成１９年度予算資料に基づき説明をいたし

ますので、そちらの資料をご覧いただきたいと思います。 

 まず歳入につきまして、資料の６ページでございますが、歳入では市税の総額は８５億

６，２７０万８，０００円で、前年度予算と比較して５億７，３２９万１，０００円の増
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額で、率では７．２％の増であります。 

 内容といたしましては、市民税で４４億５，９９２万円でありますが、これは三位一体

改革に係る税源移譲により個人市民税で５億６，９６９万円の増、法人市民税で８，４１

８万５，０００円の減で、差し引き合わせて４億８，５５０万５，０００円の増収を見込

んだものでございます。 

 固定資産税では３７億４，１５１万１，０００円で、９，１２５万２，０００円の増収

となる見込みであります。 

 次に、地方譲与税のうち所得譲与税は、三位一体改革の税源移譲の終了によりまして皆

減であります。 

 また、利子割交付金以下交付金関係につきましては、地方財政計画に示されました伸び

率等をもとにして推計いたしております。そのうち地方特例交付金につきましては、１億

５，７５０万円の減額でございますが、これは定率減税の廃止による影響分であると見て

おります。 

 次に、地方交付税につきましては１４億円で、内訳といたしましては、普通交付税で１

１億５，０００万円、特別交付税で２億５，０００万円を見込み計上いたしております。

なお、新しく設置されようとしております新型交付税の導入の予定につきましても計上い

たしております。 

 国庫支出金につきましては８億６，９８２万１，０００円で、前年度比較２億１０６万

６，０００円の減額となっております。この要因は市町村合併交付金が減額となったこと

によるものでございます。 

 県支出金では８億６，１８０万７，０００円で、前年度比較で１億１，６０２万４，０

００円の増額となっております。これは市町村合併交付金７，０００万円を見込んだもの

でございます。 

 繰入金につきましては９億３，９６７万７，０００円で、財政調整基金や公共施設等整

備基金からの繰り入れが主なものでございます。 

 市債では１４億１，０７０万円を計上しておりまして、合併特例債が１億５，６６０万

円、臨時財政対策債５億６００万円が主なものでございます。 

 次に、歳出について説明を申し上げます。８ページをご覧下さい。 

 平成１９年度の主な新規・拡充事業を本定例会に提案をいたしております野洲市総合計

画のまちづくり基本目標に基づく６項目に整理して事業をまとめたものでございますが、
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先ほどの施政方針で詳細なご説明を申し上げたもので、ここでは６項目の柱についてのみ

説明を申し上げます。 

 それでは、９ページをご覧下さい。第１点目の豊かな人間性をはぐくむまちの主な事業

について説明を申し上げますと、まずは子育て不安を持つ親などが増加する中で、気軽に

悩みを相談でき、子育ての情報を得られ、交流の場となる子育て支援センターの需要が増

加していることから、新たに野洲健康福祉センター内に子育て支援センターを設置するな

ど、野洲市のまちづくりの主役は市民であり、生涯にわたる教育や子育て支援の充実と一

人ひとりの人権を大切にするまちの創造を目指し、各種の施策を展開するものであります。 

 次に、１０ページをご覧下さい。第２点目の人々が支え合う安心なまちの主な事業につ

いて説明を申し上げます。 

 平成１８年度に市役所等６カ所の行政関係建物に設置したＡＥＤについて、新たに市民

活動の拠点でありますコミュニティセンターにもすべて設置するものでございます。市民

一人ひとりが生きる喜びを実感し、生き生きと輝くために、思いやりの心を持って共に支

え合い、一人の漏れもなく健康で安心な生活を送ることができるまちを目指します。 

 次に、１１ページを見て下さい。第３点目の美しい風土を守り育てるまちの主な事業に

ついて説明を申し上げますと、荒廃が危惧される里山について、環境に対する意識を持っ

てその役割と価値を見出し、それに見合った里山をつくり上げ活用していく県民参加の里

山づくり事業に取り組むなど、自然や地球環境の保全と創造に重点を置いたまちづくりを

推進いたします。 

 １２ページをご覧下さい。次に、第４点目の地域を支える活力を生むまちの主な事業に

ついて説明を申し上げます。 

 工業の育成及び企業立地の推進を図り、工業の振興及び雇用の創出のため、ひいては市

の活性化と税収確保のため、企業が行う投資について「工業振興助成金」の交付を行うな

ど、環境の保全を基礎として、基幹的な産業の競争力を維持、発展させると共に、地域の

産業の振興を図り、また安定した就労により安心して働けるまちを目指します。 

 ちょっと申しわけないのですが、先ほど里山づくりの中で「県民参加の里山」と申し上

げたのですが、これは「市民参加の里山づくり」に訂正を願いたいと思います。その後に

も「ひいては市の活性化」ということで、市民のことを申し上げておりますので、ご訂正

をお願いしたいと思います。 

 １３ページをご覧下さい。次に、５点目の潤いとにぎわいのある快適なまちの主な事業
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について説明を申し上げます。 

 野洲市の玄関口である野洲駅南口の活性化を図るために、駅前広場や周辺道路の改修等

の整備計画を策定するなど、豊かな自然を生かした均衡ある発展と共に、ユニバーサルデ

ザインの視点に立った利便性の高い都市空間の創造、快適な住環境の確保を目指します。 

 １４ページをご覧下さい。次に、６点目の市民と行政が共につくるまちの主な事業につ

いて説明を申し上げます。 

 市民活動の促進や支援を行い、市民の自主的な活動を促進するため、ほほえみ情報交流

センター内（野洲図書館）に市民活動サポートセンターを設置するなど、地方分権が進む

中で、個性ある暮らしやすいまちづくりを進めていくために、市民、企業、行政が人権と

環境を基軸に交流、連携、協働の手法により、共に地域を支えていくことを目指しており

ます。 

 厳しい財政状況でありますが、今回提案をいたします総合計画でも、平成２２年までの

４カ年を行政改革推進期間と明確化しており、市民のご理解とご協力を得ながら、行政改

革の推進と財政健全化計画の実行に本格的に取り組むと共に、導入を進めている行政評価

システムにより施策の目標や基本事業のあり方を基準に検証を行い、その結果を平成２０

年度の予算編成方針や事業計画につなげてまいりたいと考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 それでは、次に特別会計予算について説明を申し上げます。 

 別冊の平成１９年度野洲市特別会計予算、その１ページをご覧下さい。 

 議第１９号でございますが、平成１９年度野洲市国民健康保険事業特別会計予算につき

まして、歳入歳出予算総額３８億３，５６０万７，０００円となり、昨年度対比７．６％

の増となったものであります。 

 国民健康保険は他の医療保険制度と比べ高齢者の加入割合が極めて高く、医療費につい

ても全国的に増嵩している状況が続いております。また、加入者総数は景気回復基調の経

済状況を受け、若年層の加入者数の減少が見られることから、前年比で１．６４％減の１

万５，２２４人を見込むと共に、過去５年間の給付実績から医療費等を推計し、予算編成

したものであります。 

 一方、医療費の適正化に向けた取り組みとして、レセプト点検の充実を図ると共に、平

成２０年４月から保険者に義務付けられた特定健診、特定保健指導実施に向けた計画策定、

生活習慣病予防に向けたヘルスアップ支援事業の実施、人間ドック、脳ドック検診への助
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成等、医療費の適正化など保健事業の積極的かつ効果的な実施に向け必要な経費を計上し、

予算編成したものであります。 

 ４５ページをご覧下さい。 

 議第２０号です。平成１９年度野洲市老人保健事業特別会計予算につきまして、歳入歳

出予算の総額を３２億７，８３３万６，０００円とし、前年度対比２．７％増となったも

のであります。老人保健医療受給者数は本年１０月より７５歳の年齢到達による該当者が

新たに生じてくることなどから、月平均４，５２０人と見込んでおります。 

 また、過去３年間の医療費等の増嵩から、医療給付に必要な額を推計し、さらにレセプ

ト点検の充実等、適正な医療費の給付に必要な経費等を合わせて予算編成したものであり

ます。 

 次に、６３ページをご覧下さい。 

 議第２１号平成１９年度野洲市介護保険事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予

算総額を２４億１，５６５万４，０００円とし、前年度対比２．１％の増となったもので

あります。 

 平成１９年度は介護保険制度の大きな改革後２年目にあたります。歳出につきましては、

保険給付費を制度改革以後の給付実績にもとに推計して計上しており、対前年度比２．６％

の増となっております。 

 また、地域支援事業では、新予防給付として高齢者の介護予防、総合相談、家族支援な

どの事業に取り組む経費を第３期介護保険事業計画に基づく額で計上いたしております。 

 歳入につきましては、保険料で被保険者数の増加を勘案して見積もった額を計上いたし

ております。 

 次に、１１５ページ、議第２２号でございますが、野洲市地域医療振興資金貸付事業特

別会計予算につきましては、歳入歳出予算額の総額２，４６７万５，０００円で、前年度

と同額となったものでございます。 

 野洲病院に貸し付けた資金の元利償還分を一般会計に返済する予算を計上しております。 

 次に、議第２３号ですが、１２９ページでございます。野洲市下水道事業特別会計予算

につきましては、歳入歳出予算総額２１億１，７５３万１，０００円となり、前年度対比

０．５％の減となったものであります。 

 平成１９年度における整備予定地域は、中畑区画整理区域内及び小堤地先で、整備面積

は約４．１ヘクタールを計画いたしております。平成１９年度末には公共下水道事業で約
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１８６ヘクタールが整備済みとなる見込みでありまして、普及率につきましては平成１９

年度末で９９．６％となる予定であります。 

 次に、議第２４号、１６７ページですが、平成１９年度野洲市墓地公園事業特別会計予

算につきましては、歳入歳出予算額総額を２，７０２万２，０００円とし、前年度対比５．

２％の増となったものであります。 

 墓園の良好な維持管理に努めるための経費とより利用しやすい施設とするために、通路

等の改修に係る経費を計上いたしております。 

 次に、議第２５号、１８５ページでございますが、平成１９年度野洲市基幹水利施設管

理事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額１，６０９万１，０００円とし、

前年度対比４３．４％の増となったものでございます。 

 基幹水利施設石部頭首工の維持管理に要する経費を計上したものであります。 

 次に、議第２６号平成１９年度野洲市工業団地等整備事業特別会計につきましては、歳

入歳出予算の総額を３０億３，１７８万１，０００円とし、前年度対比０．２％の増とな

りました。 

 歳入では、財産収入で大規模小売店舗の進出受け入れに伴い発生します財産貸付収入を

見込んでおります。歳出では、公債費で平成１４年度に借り入れた地域開発事業債及び一

般会計借入金の元利償還金を計上いたしております。 

 次に、議第２７号平成１９年度野洲市土地取得特別会計につきましては、歳入歳出予算

の総額を７，４０４万５，０００円とし、前年度対比４３．８％の増となったものでござ

いますが、先行取得しました公共用地の借り入れの元利償還の経費を計上したものであり

ます。 

 次に、２２９ページでございますが、議第２８号平成１９年度野洲市水道事業会計予算

について説明を申し上げます。 

 第２条において業務の予定量を定めるものであります。給水件数につきましては１万４，

６００件、年間総給水量は６５４万８，１００トン、１日平均にしますと１万７，９４０

トンを予定いたしております。主な建設改良工事についてでございますが、引き続き水源

地整備事業や配水管の整備事業を計画的に実施してまいります。 

 次に、第３条に定める収益的収入及び支出につきましては、水道事業収益８億９，１４

１万６，０００円に対しまして、水道事業費用８億８，９８８万３，０００円であります。

また、第４条に定める資本的収入及び支出につきましては、資本的収入９，１３３万１，
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０００円に対しまして、資本的支出４億４，４７５万８，０００円であり、資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額３億５，３４２万７，０００円につきましては、過年

度分及び当該年度分損益勘定留保資金並びに消費税等資本的収支調整額で補てんをするも

のであります。 

 以上、議第１８号から議第２８号までの平成１９年度一般会計及び特別会計の提案理由

の説明でございます。 

○議長（田中栄太郎君） 暫時休憩いたします。 

            （午前１０時１６分 休憩） 

            （午前１０時４０分 再開） 

○議長（田中栄太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長。 

○市長（山﨑甚右衞門君） 誠に申しわけございませんが、議第１５号の工業振興条例の

一部改正の説明の中で間違えたようでございますので、訂正をさせていただきます。 

 助成の交付申請書の受け付け期間を交付期限と申し上げたようでございますので、正式

には助成申請の受け付け期間を制度開始から３年を経過する２０年３月３１日をもって終

了すると、こういうように訂正させていただきますので、申しわけございませんでした。 

 それでは、議第２９号から議第３６号まで、平成１８年度野洲市一般会計補正予算及び

特別会計補正予算について説明を申し上げます。 

 別冊の平成１８年度野洲市補正予算書をご覧いただきたいと思います。 

 まずは１ページからお願いします。 

 議第２９号平成１８年度野洲市一般会計補正予算（第４号）について説明を申し上げま

す。 

 第１条で歳入歳出予算の総額から１億７，８２０万５，０００円を減額して、歳入歳出

予算の総額を１９４億８，８５９万４，０００円とするものであります。 

 次に、第２条の地方債の補正でございますが、１０ページをご覧下さい。 

 市債の限度額を追加変更するものでありまして、事業費の確定により充当額を精査して、

適債事業への充当となるように見直すものでございます。 

 それでは、歳出の主な概要について説明を申し上げます。３２ページをご覧下さい。 

 まず議会費では、議員報酬費で主に議員報酬の減額により４３４万３，０００円を減額

し、議会運営費では議会会議録作成委託料の精査により３８０万円を減額するものであり
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ます。 

 次に、総務費では、コミュニティセンター運営費でコミセンしのはらの空調機械の修繕

料１３８万８，０００円の追加と、コミュニティセンター施設整備事業費では、コミセン

なさかとの備品購入費やコミセンひょうずの建設工事管理委託料及び工事請負費等の確定

によりまして、２，７６５万１，０００円を減額するものであります。 

 次に、３８ページでございますが、民生費では、障害者自立支援事業で、施設訓練支給

費等の今後の所要見込み額により、４，１４８万２，０００円を減額するものであります。 

 ４２ページをお願いいたします。福祉医療費助成事業費では、受給件数の増加により１，

５３１万３，０００円を追加し、国民健康保険事業特別会計繰出金では、出産育児一時金

や財政安定化支援事業繰出金の増額等により、４７４万１，０００円を追加するものであ

ります。 

 また、老人保健事業特別会計繰出金では、医療費等の実績による収支見込みにより、７，

４１９万５，０００円を増額するものであります。 

 次に、民間保育所施設整備補助事業費では、社会福祉法人モンチ優愛会が保育所を整備

されることに対し、整備補助金６，１８６万円を追加するものであります。 

 ４８ページでございますが、衛生費では、事業費の確定により保健事業費、塵芥処理費

及び中間処理施設費等の精査を行うものであります。 

 次に、農林水産業費では、事業費の確定により地域農政推進対策事業費で、農地流動化

促進事業費補助金１，００８万円を増額し、土地改良事業費では県営事業負担金等で６５

６万１，０００円を減額するものであります。 

 次に、商工費では、商工振興事業費でイオン株式会社の店舗建築工事の着工が遅れたた

め、財産買付収入が見込めず、工業団地等整備事業特別会計が収入不足になることから、

貸付金として１，０９０万円を追加し、次５８ページをご覧いただきたいのですが、商業

支援事業費では、イオンの出店の遅延により商業施設新設等補助金及び商工業振興事業補

助金合わせて５５０万円を減額するものであります。 

 土木費では、道路新設改良工事費の委託料で、日野川改修関連県営事業の市負担分７０

０万円、工事請負費では事業費の確定見込みにより３，６１６万円、県営事業負担金では

４０８万７，０００円をそれぞれ減額するものであります。 

 次に、６２ページをご覧下さい。 

 地方特定道路整備事業費では、工事費の精査により１，６３０万円を減額するものであ
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り、下水道事業特別会計繰出金では、下水道事業特別会計の財源更正等に伴う補正により

７，６３０万６，０００円を減額するものであります。 

 公営住宅建設事業費では、木部団地建設事業の確定により２，５３０万２，０００円を

減額するものであります。 

 ６４ページをお願いします。 

 教育費では、事業費の確定などにより、就学援助事業費、小学校管理運営費及び中学校

管理運営費等の精査を行うものであります。 

 以上が一般会計に係る歳出の主な内容でございます。 

 これに伴う歳入といたしましては、市税、国庫負担金、繰入金、市債等で調整をいたし

ております。 

 続きまして、特別会計補正予算について説明を申し上げます。８３ページでございます。 

 議第３０号平成１８年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に１，７６０万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を３７億３，６４８万円とするものであります。 

 歳出の主な内容につきましては、保険給付費について１月までの実績及び被保険者資格

の異動による一般被保険者療養給付費の減額と、その額を上回る退職被保険者等療養給付

費の増額であります。 

 また、諸支出金においては、前年度超過交付となった国庫支出金を返還するものであり

ます。 

 歳入につきましては、国庫支出金、療養給付費交付金及び共同事業交付金等で調整いた

しております。 

 次に、１０５ページ、議第３１号でございますが、平成１８年度野洲市老人保健事業特

別会計補正予算（第２号）につきまして、歳入歳出予算の総額に６，５２２万５，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を３３億１，５７２万円とするものであります。 

 歳出の主な内容については、医療給付費において１月までの実績から今後医療給付費等

の増加が見込まれることから増額するものであります。 

 歳入につきましては、国庫支出金、繰入金等で調整いたしております。 

 次に、議第３２号野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）については、歳入歳

出予算の総額から３，９９６万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２３億６，

８６９万２，０００円とするものであります。 
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 歳出の主な内容につきましては、保険給付費において今年度給付見込みにより各種サー

ビス給付費を精査したものであります。 

 歳入につきましては、保険料、支払基金交付金及び繰越金等で調整いたしております。 

 議第３３号平成１８年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から３，４７０万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２

０億９，４１９万４，０００円とするものであります。歳出につきましては、公共下水道

事業費におきまして、各事業費においての精査を行ったものであります。 

 歳入につきましては、繰入金、諸収入及び市債等で調整いたしております。 

 次に、議第３４号平成１８年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、歳入歳出予算の総額に６６万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２，

６３５万２，０００円とするものであります。 

 歳出につきましては、各事業費の精査を行い、墓地公園整備基金に積み立てるものであ

ります。 

 歳入につきましては、使用料及び手数料、繰入金、繰越金等で調整をいたしております。 

 次に、議第３５号平成１８年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、歳入歳出予算の総額から６３万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を２９億６，１９０万４，０００円とするものであります。 

 歳出につきましては、各種事業について精査を行ったものであり、歳入については財産

収入、借入金で調整したものであります。 

 次に、２０３ページ、議第３６号平成１８年度野洲市水道事業会計補正予算（第２号）

について説明を申し上げます。 

 収益的支出につきましては、自己水の渇水等により県南部用水の受水費を３９８万８，

０００円増額するものであります。 

 資本的支出では、工事費の精査により４，５０１万２，０００円を減額するものであり

ます。 

 以上、議第２９号から議第３６号までの平成１８年度野洲市一般会計補正予算及び特別

会計補正予算についての説明とさせていただきます。 

 次に、議第３７号でございますが、第１次野洲市総合計画基本構想を定めることにつき

まして説明を申し上げます。 
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 本案は、野洲市の新しいまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、地方自治法第２

条第４項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 この基本構想は、１４年先の野洲市を展望し、目指すべきまちの将来ビジョンを示すも

のであり、社会的な動向やまちの特性と現状の課題などに基づきながら、人権、環境の視

点と協働の手法によるまちづくりを進めるため、目指すべきまちの姿を「豊かな自然と歴

史に彩られ、人が奏でるほほえみ・ときめきのまち」として実現を目指していこうとする

ものであります。 

 この総合計画策定にあたっては、合併時の新市まちづくり計画を基本として、平成１７

年度の着手以後、昨年１１月２０日に総合計画審議会から答申を受け、パブリックコメン

トや議会協議会における議論を経て取りまとめたものでございます。 

 今後、総合計画の理念を十分に尊重しながら、本市の将来像の実現に向け、市民と一緒

になってまちづくりを推進していく所存であります。 

 議第３８号野洲市国土利用計画（第１次野洲市計画）を定めることにつきまして説明を

申し上げます。 

 本案は、野洲市域において計画的な土地利用を推進するため、土地の利用に関する基本

構想及びその利用目的に応じた区分ごとの規模の目標や地域別の概要、達成するために必

要となる措置について定めるため、国土利用計画法第８条第３項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものであります。 

 総合計画との整合を図りつつ、今後１４年間の野洲市の土地利用の方向性を定め、それ

ぞれの地域の特色を生かしながら、全体として均衡のとれた土地利用を図っていこうとす

るものであります。 

 次に、議第３９号指定管理者の指定の変更につきまして説明を申し上げます。 

 議第１０号でご説明を申し上げましたように、中主公民館別館は平成１９年３月末をも

って公民館機能を廃止することになったため、指定管理者による管理施設の指定を変更す

ることにつき、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 議第４０号町・字の区域及び名称の変更について説明を申し上げます。 

 大津湖南都市計画桜生土地区画整理事業は、公共施設の整備と土地の利用増進を図り、

環境良好な市街地を整備することを目的に、４．７ヘクタールにおいて事業を進めた結果、

町・字の区域及び名称の変更が生じたため、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、
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議会の議決を求めるものであります。なお、当事業の換地処分は平成１９年１０月の予定

となっております。 

 次に、議第４１号市道の認定及び廃止について説明を申し上げます。 

 開発行為に伴う寄附により帰属を受けた公共用道路の９路線をはじめ、路線重複が生じ

たことにより、延長変更を伴います３路線、合わせて１２路線を認定し、またそれに伴い

７路線の廃止をすることにつき、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、

議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議第４２号滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、議第

４３号滋賀県自治会館管理組合規約の変更について、議第４４号滋賀県市町村職員退職手

当組合規約の変更について、議第４５号滋賀県市町村職員研修センター規約の変更につい

て、並びに議第４６号滋賀県市町村交通災害共済組合規約の変更につきましては、関連を

しますので一括して説明を申し上げます。 

 これら一部事務組合の規約変更につきましては、地方自治法の一部を改正する法律が公

布されたことにより、また滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更では、平成１９年２

月１日から滋賀県後期高齢者医療広域連合が同組合に加入されたことによりまして、規約

を改正するため関係地方公共団体が協議することについて、地方自治法第２９０条の規定

に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、滋賀県市町村職員退職手当組合規約の変更は許可の日から施行し、その他の規約

は平成１９年４月１日から施行されるものであります。 

 以上が提案理由のすべてでございます。どうぞよろしくご審議をいただきますようお願

い申し上げまして終わります。 

 （日程第７） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第７、請願第１号及び請願第２号（中学校卒業まで医療費

の完全無料化を求める請願他１件）を一括議題といたします。 

 それぞれ紹介議員から請願趣旨の説明を求めます。 

 第１７番、小菅六雄君。 

○１７番（小菅六雄君） それでは、請願２つにつきましての紹介議員としての説明をさ

せていただきます。 

 はじめに、請願第１号「中学校卒業まで医療費の完全無料化を求める請願」についてで

あります。請願書に基づき説明をさせていただきます。 
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 野洲市では、乳幼児の医療費無料化を行っており、大変喜ばれています。また、２００

７年１月から入院医療費を中学校卒業まで無料化されたことにつきましては期待が寄せら

れています。 

 今、出生率は１．２５人と最悪を更新しています。子どもは３人欲しいというのが一般

的な希望です。しかし、子どもを産み育てることには経済的な負担が大きく、また子育て

の環境も悪くなる中、出生率が低下しています。 

 基本的には、国が子育て支援の政策の充実をすべきでありますが、地方自治体でもやれ

ることから始めていただきたいと思います。小学校に行けば、例えば虫歯の治療などにも

多額の治療費がかかり、兄弟が多い家庭では大変な出費となっています。入院治療だけで

なく通院も含めて無料にしてほしいという切実な声が上がっています。 

 憲法では、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとなっており、健康的な

体を維持するためには歯科治療等を含め、全体の医療費の問題は重要であります。 

 野洲市の試算では、約４，７００万円あれば中学校卒業まで通院も無料にできるとお聞

きしています。また、野洲市では子育ての支援が充実しているということになれば、若い

世帯が野洲市に永住し、少子化にも歯どめがかかり、まちの活性化にもなります。 

 早期に中学校卒業までの医療費の完全無料化を求め、請願いたします。 

 具体的には、請願項目といたしまして、中学校卒業までの医療費の完全無料化を実施さ

れることとなっています。これを求めております。これが第１号であります。 

 続きまして、請願第２号「労働法制を改悪するのではなく、改善するよう国に求めてく

ださい」という請願書であります。 

 先年１２月２７日の労働政策審議会第７２回労働条件分科会において、厚生労働省は「今

後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について（報告）」を取りまとめました。この

中で、年収が一定以上の労働者には何時間働いても残業代が出ない制度である自己管理型

労働制、いわゆるホワイトカラー・エグゼンプションや不当解雇でも一定金銭を払えば解

雇できる解雇の金銭解決制度、そして労働者が反対しても就業規則を変えれば労働条件を

変更できる制度などが打ち出されています。 

 労働運動総合研究所の試算では、年収４００万円の労働者が月８０時間の残業をした場

合、ホワイトカラー・エグゼンプションが導入されるとカットされる残業代は１４０万、

総収入の２６％にも上るとされています。また、課長級の平均年収と言われる７００万円

でも２４６万円、同じく２６％減の残業代がなくなることになります。 
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 こうした制度の導入は余りにも働く人たちの健康と生活に否定的な影響を与えると懸念

せざるを得ません。そのために、審議会の場でも労働者委員から強い反対の意見が述べら

れています。２月７日の報道では、政府与党は今国会の法案提出は一部見送る決定をした

そうでありますが、経済界や厚生労働省の要求は強く、参議院選挙後の臨時国会では法案

が上程される可能性が強いと思われます。 

 働いても働いても生活が成り立たないワーキング・プアと呼ばれる人たちが激増するな

ど、今格差の拡大が大きな社会問題となっています。また一方で、少子化対策という面か

らも働き方の見直しが求められています。 

 ところが、上記のような労働法制の改悪では、こうした問題の解決どころか一層労働者

に長時間労働を押し付け、格差の拡大と家庭生活の破壊を招くことは明らかであります。 

 そこで、これらの労働法制改悪の動きをとめ、正規雇用が基本の雇用システムをつくり、

最低賃金の大幅引き上げ、均等待遇の実現などのために、国に向けて意見書を上げていた

だくよう要請するものであります。 

 以上が、２本の説明でございます。どうか皆さんの審議とご賛同をよろしくお願いしま

す。 

 （日程第８） 

○議長（田中栄太郎君） 日程第８、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行

います。 

 滋賀県後期高齢者医療広域連合規約第８条第１項、「広域連合議員は関係市町の議会の

議員並びに長及び副市長のうちから各関係市町の議会において１人を選挙する」の規定に

基づき行うものであります。 

 選挙の方法については投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

            （議場閉鎖） 

○議長（田中栄太郎君） ただいまの出席議員数は２４名であります。 

 これより投票用紙を配付させます。 

            （投票用紙配付） 

○議長（田中栄太郎君） 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） 配付漏れなしと認めます。 
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 投票箱を改めます。 

            （投票箱点検） 

○議長（田中栄太郎君） 異常なしと認めます。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記入の上、点呼に応じて順

次投票願います。 

 投票につきましては、演台に投票箱を設置しておりますので、演台に向かって左側より

登壇して、右回りで投票願います。 

 ただいまから投票を行います。 

            （投票） 

○議長（田中栄太郎君） 投票漏れはございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            （議場開鎖） 

○議長（田中栄太郎君） ただいまから開票を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に第１６番、野並享子君、第１７番、小

菅六雄君を指名いたします。 

 よって、両君の立ち会いをお願いします。 

            （開票） 

○議長（田中栄太郎君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数２４票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち有効投票２３票、無効投票１票、有効投票中、山﨑甚右衞門君１８票、小菅六

雄君２票、川尻良治君２票、鈴木市朗君１票、以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票であります。よって、山﨑甚右衞門君が当選されました。 

 ただいま当選されました山﨑甚右衞門君が議場におられますので、会議規則第３３条第

２項の規定により当選の告知をいたします。 

            （当選告知） 

○議長（田中栄太郎君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 明３月１日から３月６日までの６日間は、議案調査のため休会といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（田中栄太郎君） ご異議なしと認めます。よって、明３月１日から３月６日まで

の６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る３月７日は午前９時から本会議を再開し、議案質疑

及び代表質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。（午前１１時２２分 散会） 
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